
 

福山市外国人介護人材日本語学習支援補助金交付要綱 

       

（趣旨） 

第１条 この要綱は、外国人介護職員を雇用し、日本語学習支援を実施する介護サービ

ス事業者に対し、市が予算の範囲内でその費用の一部を補助することにより、当該事

業者を支援し、もって外国人介護人材の確保及び定着を図るため、福山市補助金交付

規則（昭和４１年規則第１７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによ

る。  

(1) 介護サービス事業者 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）に基づき、介護保険施設を運営する者及び介護保険事業を行う者 

(2) 事業所等 法に基づく、介護保険施設及び介護保険事業所 

（補助対象者） 

第３条 補助の対象とする者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

(1) 福山市内に事業所等を有すること。 

(2) 福山市内に所在する事業所等において、次に掲げる在留資格（出入国管理及び難

民認定法第２条の２第１項に規定する在留資格をいう。）を有し、介護職員として

従事する外国人を雇用していること。 

ア 出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表に定める特定技能（同表特定技能

の項下欄第１号に規定する法務省令で定める産業上の分野が介護分野であるもの

に限る。） 

イ 出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表に定める技能実習（技能実習計画

において、技能実習の内容に係る職種及び作業が介護であるものに限る。） 

(3) 代表者及び従業員等が、次のいずれにも該当しないこと。 

ア 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）であること。 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定

する暴力団をいう。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

こと。 

(4) 本市に納付すべき市税、国に納付すべき消費税及び地方消費税を滞納していない

こと。 



 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件を全て満たす事業と

する。 

(1) 補助対象者が自ら雇用する外国人職員を対象に実施する日本語学習支援に関する

ものであること。 

(2) 補助金の対象となる外国人職員（以下「対象職員」という。）から費用を徴収し

ない事業であること。 

(3) 対象職員の語学レベルに応じたカリキュラムが提供されること。 

(4) 入国後講習（外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

施行規則（平成２８年法務省・厚生労働省令第３号）第１条第７号に規定する入国

後講習をいう。）ではないこと。 

(5) 本補助金と趣旨を同じくする、国、県、市町及び各種産業支援機関等が実施す

る、他の補助金等の交付を受けていないこと。 

２ 補助対象事業は、年度末までに完了するものとする。 

（補助対象経費） 

第５条 補助の対象とする経費（以下「補助対象経費」という。）は、次に掲げる経費

とする。ただし、経費に係る消費税及び地方消費税額は補助対象経費から除く。 

(1) 日本語の講師に対して支払う謝金 

 (2) 日本語学習に必要な図書、教材等の購入費 

(3) 日本語学習に係る学校、通信教育等の受講費（入学料を除く。） 

(4) その他、市長が必要と認めた経費 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、対象職員１人ごとに算定する。その額は、補助対象経費の２分

の１以内とし、対象職員１人につき６万円を上限とする。この場合において、補助金

の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ま

た、一の事業所等につき、補助金対象職員の数は２人までとする。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、福山市外国

人介護人材日本語学習支援補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

(1) 所要額調書 

(2) 事業実施計画書 



 

(3) 収支予算書 

(4) 対象職員の雇用契約書の写し又はこれに類する書類 

(5) 対象職員の在留カードの写し又はこれに類する書類 

(6) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の交付回数） 

第８条 同一対象職員に係る本補助金の交付は、同一年度につき１回を限度とする。 

（交付の決定及び通知） 

第９条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交

付の適否を決定し、福山市外国人介護人材日本語学習支援補助金（交付・不交付）決

定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付することができる。 

（補助対象事業の内容等の変更） 

第１０条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事 

業の内容その他申請に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ、福山市外国

人介護人材日本語学習支援補助金事業計画変更承認申請書（様式第３号）に次に掲げ

る書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

 (1) 変更後の所要額調書 

  (2) 変更後の事業実施計画書 

(3) 変更後の収支予算書 

(4) その他市長が必要と認めた書類  

（事業の中止又は廃止）  

第１１条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじ

め、福山市外国人介護人材日本語学習支援補助金事業（中止・廃止）承認申請書（様

式第４号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（状況報告） 

第１２条 市長は、補助事業者に対し、随時補助事業の遂行状況の報告を求めること 

ができるものとする。 

（実績報告） 

第１３条 補助事業者は、補助事業が完了した後３０日以内又は補助金の交付の決定を 

受けた日の属する年度の末日までに、福山市外国人介護人材日本語学習支援補助金実

績報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならな

い。 



 

(1) 所要額精算書 

(2) 事業実施報告書 

(3) 収支決算書 

(4) 事業に係る経費の領収書等の写し 

(5) その他市長が必要と認めた書類 

（補助金の額の確定等） 

第１４条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、これを審査し、補助金の 

交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金

の額を確定し、福山市外国人介護人材日本語学習支援補助金交付額確定通知書（様式

第６号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の支払） 

第１５条 市長は前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を支払うものとする。 

２  補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交

付請求書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

 (決定の取消し等)  

第１６条  市長は、補助金の補助決定事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交

付決定を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。  

２ 市長は、前項の規定による取消しを行った場合において、当該取消しに係る部分に

関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者であった者に対し、期限を定

めてその返還を命じるものとする。  

（補助金に関する書類の保管)  

第１７条 本補助金事業に係る帳簿及び証拠書類は、当該補助事業終了の年度の翌年度

から起算して５年間、整備保管しておかなければならない。  

（帳票） 

第１８条 第７条に定める福山市外国人介護人材日本語学習支援補助金交付申請書その

他この要綱に定める帳票は、市長が別に定める様式による。 

 （その他）  

第１９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、２０２６年（令和８年）６月１日から施行し、同年４月１日以後に実施し

た補助対象事業について適用する。 


